
◆マイナンバーカードをお持ちでない方は
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　税の申告受付
　　　　　　　　始まります

（土・日曜日、祝日を除く）
市
・
道
民
税
の
申
告

本人確認書類

◆マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は
◦マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が可能です

番号確認書類
≪本人のマイナンバーを確
認できる書類≫
次のうち 1点
◦通知カード
◦�マイナンバーの記載がある
住民票の写し、または住民
票記載事項証明書　など

身元確認書類
≪記載したマイナンバーの持ち主
であることを確認できる書類≫
次のうち 1点
◦運転免許証　◦在留カード
◦パスポート　◦障害者手帳
◦公的医療保険の被保険者証　など

＋

▶�申告者本人のほかに、控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者がいる
場合は、全員の番号確認書類をお持ちください

▶�代理人が申告する場合は、申告者の番号確認書類のほかに、委任状と代理
人の身元確認書類が必要です

市
・
道
民
税
の
申
告
、

所
得
税
の
確
定
申
告

に
必
要
な
も
の

要介護認定者の障害者控除
　障害者手帳などの交付を受けてい
ない方でも、介護保険法の要介護認
定者で、平成 28年 12 月 31 日現在
の状態が、一定の基準に該当する方
は、所得税と市・道民税の障害者控
除を受けることができます。
※�要介護認定者が、必ずしも控除の
対象になるとは限りません。詳し
くはお問い合わせください。
問合先
市高齢介護課介護保険グループ

今年から、申告
書は全てマイナ
ンバーの記載が
必要です！

問
合
先　
市
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

申
告
が
必
要
な
方

◆�

平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住

所
が
あ
り
、
平
成
28
年
中
に
給
与
、
年

金
、家
賃
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
方（
年

金
収
入
の
み
の
場
合
、
65
歳
未
満
は

102
万
円
超
、
65
歳
以
上
は
152
万
円
超
）

◆�

非
課
税
所
得
（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金

な
ど
）
の
み
の
方
や
所
得
の
な
い
方
で

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
◦�

市
の
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
被
保
険
者

　
◦�

市
の
介
護
保
険
の
65
歳
以
上
の
被
保

険
者

　
◦�

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
し

て
い
る

　
◦�

所
得
証
明
や
課
税
証
明
を
必
要
と
す

る

※�

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
400
万
円
以

下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
以
外
の
所

得
金
額
が
20
万
円
以
下
の
場
合
、
確
定

申
告
は
不
要
で
す
が
、
市
・
道
民
税
の

申
告
は
必
要
で
す
。

　
◦�

税
務
署
で
確
定
申
告
を
行
う

　
◦�

所
得
が
な
く
、
市
内
に
住
所
の
あ
る

方
の
控
除
対
象
配
偶
者
、
扶
養
親
族

に
な
っ
て
い
る

　
◦�

給
与
所
得
の
み
で
、
勤
め
先
か
ら
岩

見
沢
市
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出

さ
れ
て
い
る
（
医
療
費
控
除
や
社
会

保
険
料
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
を
追

加
で
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
申

告
が
必
要
で
す
）

◆
本
人
確
認
書
類

◆
印
鑑

◆�

平
成
28
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
収
入

や
必
要
経
費
が
分
か
る
書
類

　
◦�

給
与
収
入
や
年
金
収
入
が
あ
る
方
…

源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

　
◦�

営
業
収
入
や
不
動
産
収
入
な
ど
が
あ

る
方
…
収
入
と
経
費
が
わ
か
る
帳

簿
、
領
収
書
、
収
支
内
訳
書
な
ど

◆�

各
種
控
除
の
証
明
書
（
医
療
費
・
国
民

健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
・
社
会
保
険
料
・
寄

附
金
の
領
収
書
、
国
民
年
金
保
険
料
・

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
（
旧
長
期

損
害
保
険
料
を
含
む
）
の
控
除
証
明

書
）、
障
害
者
手
帳
、
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
な
ど

※�

申
告
時
間
短
縮
の
た
め
、
医
療
費
な
ど

の
領
収
書
は
、
事
前
に
各
自
で
集
計
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

◆�

所
得
税
の
還
付
申
告
を
す
る
場
合
は
、

振
込
先
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

申
告
会
場
と
受
付
日
時

◦�

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ（
有
明
町
南
１
）

　
２
月
16
日
㈭
か
ら
28
日
㈫

　
午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
４
時

※�

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
の
申
告
期
間

中
、
市
役
所
本
庁
で
は
申
告
を
受
け
付

け
で
き
ま
せ
ん
。

※�

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
に
隣
接
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
西
駐
車
場
は
、
30
分
を
超

え
る
駐
車
は
有
料
で
す
。で
き
る
だ
け
、

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◦�

市
役
所
本
庁

　
３
月
１
日
㈬
か
ら
15
日
㈬

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

※�

他
会
場
で
の
受
付
日
程
は
、
広
報
い
わ

み
ざ
わ
１
月
号
の
折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

本人確認書類
を忘れずに！

いま一度、申告
が必要なのか確
認しましょう！

ただし、次の方は
申告の必要がありません

○�

申
告
が
な
い
場
合
、
所
得
・
課
税
証
明

書
を
発
行
で
き
な
い
こ
と
や
、
市
の
国

民
健
康
保
険
料
、
介
護
保
険
料
な
ど
の

軽
減
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

○�

高
齢
や
障
が
い
が
あ
り
、
期
間
中
、
申

告
会
場
に
来
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、

郵
送
で
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

　
◦�
年
金
収
入
の
み
で
、
年
金
の
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除
に
変

更
、
追
加
が
な
い
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所
得
税
の
確
定
申
告

税理士会による無料還付申告相談
日　時　2月 18日㈯
　　　　午前 10時～午後 3時
会　場　まなみーる市民会館（9西 4）
対　象　�給与所得者、年金受給者などで医

療費控除や住宅借入金等特別控除
などの還付申告をする方や年末調
整をしていない方

問合先　�北海道税理士会岩見沢支部
　　　　（4西9　佐藤彰一税理士事務所内）
　　　　☎ 22局 4353

相続税・贈与税・譲渡所得の個別相談
　資産課税（相続税・贈与税・譲渡所得）に関
する個別相談は、相談日を設けて事前予約を受
け付けていますので、電話によるご予約をお願
いします。
相 談 日 　�2 月 9日・16日・23日、3月 2日・

9日・16日・23日（いずれも木曜日）
予約受付　�岩見沢税務署
　　　　　☎ 22局 0810　音声案内「２」
※�贈与税・譲渡所得（所得税）の申告のために
来署される場合は、事前予約は不要です。

問
合
先　
岩
見
沢
税
務
署

　
　
　
　
☎
22
局
０
８
１
０

申
告
が
必
要
な
方

◆�

事
業
を
し
て
い
る
方
や
不
動
産
収
入
の

あ
る
方

◆�

一
定
の
金
額
を
超
え
る
公
的
年
金
、
満

期
保
険
金
な
ど
の
あ
る
方

◆
給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
方

　
◦��

給
与
の
年
間
収
入
が
２
千
万
円
を
超

え
て
い
る

　
◦�

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い

る

　
◦�

給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を

超
え
て
い
る

※�

こ
の
ほ
か
に
も
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申告書は自分で作成してお早めに！

申
告
会
場
と
受
付
日
時

◦�

岩
見
沢
税
務
署
（
２
東
４
）

　
２
月
16
日
㈭
か
ら
3
月
15
日
㈬

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

○�

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方
で

も
、
次
の
よ
う
な
場
合
、
還
付
申
告
を

す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
戻

る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
◦�

ロ
ー
ン
に
よ
り
住
宅
を
取
得
し
た
場

合

　
◦�

医
療
費
を
一
定
額
以
上
支
払
っ
た
場

合

　
◦�

年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
て

い
な
い
な
ど

贈
与
税
、
個
人
事
業

者
の
消
費
税
・
地
方

消
費
税
の
申
告

申
告
会
場
と
受
付
日
時

◦�

岩
見
沢
税
務
署
（
２
東
４
）

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

【
贈
与
税
】

　
３
月
15
日
㈬
ま
で

【
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税
】

　
３
月
31
日
㈮
ま
で

かんたん便利な
e-Tax の利用を

自宅のパソコンから
確定申告が簡単にで
きます

e-Tax

問
合
先　
岩
見
沢
税
務
署

　
　
　
　
☎
22
局
０
８
１
０

わからないことは
相談しよう！

○�申告期限間近になると、大変混雑します。申告
書は「前年の申告書控」や「確定申告の手引き」
などを参考に作成し、早めに提出しましょう

○�申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等
作成コーナー」で作成し、印刷して郵送などに
より提出することができます

還
付
申
告
で
所
得
税
が
戻
る
!?


